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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう 

 

【分 類】 【№】 【内 容】 

〈お知らせ〉 １ ◆年末・年始のごみ収集についてお知らせします 

 ２ ◆オレンジカフェ「縁がわ」で相談・雑談しませんか？ 

  ◆年金の日・ねんきんネットをご存知ですか？ 

 
３ 

 

◆１２月２日から現行の国民健康保険証は新規・再発行され

なくなります 

 
４ ◆【後期】１２月２日から現行の後期高齢者医療保険証は新

規・再発行されなくなります 

  ◆家内労働（内職）情報をお知らせします 

 ５ ◆高齢者安全運転支援事業（踏み間違い防止）を行っています

〈農林畜産業関連〉 ６ ◆畜産農家の皆さんへ 

毎月１０日・２０日・３０日は「町内一斉消毒の日」です 

〈相  談〉  ◆「行政相談」を実施します 

 ７ ◆「人権相談」を実施します 

  ◆「消費生活無料法律相談」を実施します 

 ８ ◆「無料法律相談」を実施します 

  ◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

現在の保険証も、有効期限まで使えます！ 

・有効期限が書かれていない場合は、保険者（会社など）におたずね 

ください。 

・なお、マイナンバーカードのケースに「保険証」と書かれたシール 

が貼ってある場合は、マイナ保険証の利用設定済みです。 

（医療機関の機械やご自身のスマートフォンでも設定できます） 
 

 

★お問い合わせ 町民保健課 戸籍住民係 ☎３６-４０２０（５２-９６３０） 

 

◆子育て支援の財源にはふるさと納税が活用されています 
 

３つの「無料化」の実現を目指そう‼ 

●３歳未満児の｢保育料｣ 

●町小中学校の｢給食費｣ 

●高校生までの｢医療費｣ 
 

今後も充実した子育て支援事業を継続できるよう、本町以外にお住まいのご家族、

ご親戚、知人、友人などに対し「ふるさと納税」を通じて三股町を応援していただくよ

う｢お声掛け｣をお願いします。 

町公式サイト 

ふるさと納税推進室 

町ふるさと納税 

インスタグラム 



No.1 

 

◆年末・年始のごみ収集についてお知らせします 

 

＜ごみステーションでの収集＞ 
 

種 類 ［年末］（最終収集日） ［年始］ 

燃えるごみ １２月３０日（月） １月６日（月） 

燃えないごみ １２月２６日（木） １月２３日（木） 

資源ごみ 

（空き缶・瓶） 
１２月１９日（木） １月１６日（木） 

資源ごみ 

（白色トレイ・ペットボトル） 
１２月１２日（木） １月９日（木） 

 

〇ごみステーションにごみを出すときは、①きちんと分別して、②指定ごみ袋に入

れて、③収集日の午前８時までに出してください。 

※収集日以外の日のごみ出しは、ステーションの近隣の人の迷惑となりますの

でご遠慮ください。 

 

〇ごみステーションの収集最終日以降は、それぞれの搬入場所に直接持ち込ん

でください（ただし、１２月３０日まで）。 

 

〇資源ごみは、各自治公民館のリサイクル集積所に持ち込めます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜個人での搬入＞ 
 

種類・搬入場所 ［年末］ ［年始］ 

燃えるごみ 

 

〈搬入場所〉 

都城市クリーンセンター 

１２月３０日（月）まで 

○午前８時３０分～正午 

○午後１時～４時３０分 

※ごみ処理手数料が掛かります 

・家庭ごみ：5０㌕ごとに２５０円 

１月５日（日）から 

燃えないごみ・資源ごみ 

（電化製品類・金属類・空き缶・

瓶・白色トレイ・ペットボトル） 
 

〈搬入場所〉 

都城市リサイクルプラザ 

１２月３０日（月）まで 

○午前８時３０分～正午 

○午後１時～４時３０分 

・家庭ごみ：30０㌕以下無料 

※超える場合２０㌕ごとに１1０円 

１月５日（日）から 

埋立ごみ・資源ごみ 

（電化製品類・金属類・陶器類・

ガラス類・空き缶・瓶・ 

白色トレイ・ペットボトル） 
 

〈搬入場所〉 

一般廃棄物最終処分場 

１２月３０日（月）まで 

○午前８時３０分～正午 

○午後１時～４時３０分 

・家庭ごみ：30０㌕以下無料 

※超える場合２０㌕ごとに１0０円 

１月４日（土）から 

○午前８時３０分 

～１１時３０分 

 

 

〇各施設とも年末は特に混雑が予想されます。事前に分別をしっかり行って、円滑

なごみ処理にご協力ください。 

 

 

★お問い合わせは、 

都城市クリーンセンター ☎：４５－６６７７ 

都城市リサイクルプラザ ☎：３６－３９００ 

環境水道課 環境保全係 ☎：５２－９０８２（直通） 

町一般廃棄物最終処分場 ☎：５２－５４２４ にお願いします。 

お知らせ 
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ねんきんネットの 

詳細はこちら 

◆オレンジカフェ「縁がわ」で相談・雑談しませんか？ 

 

「この間も買ってたのに、また同じものを買ってる・・・」 

「なるべく怒らないようにしたいけど、つい怒ってしまう・・」など、もやもやしたり、

ため息をついたりしていませんか？ 

ちょっと一息つきたい人、認知症のある人との関わり方に戸惑っている人、あな

たのお話をお聞きします。 

相談は無料ですが、予約が必要です。気軽にご連絡ください。 

 

期 日 １２月１２日（木） ※毎月第２木曜日 

時 間 
午後１時３０分～４時３０分 

※相談時間はおおむね１人４５分程度 

場 所 
ＣＯ

コ

－ＭＥＫＩＮＧ
メ ― キ ン グ

 ＳＰＡＣＥ
ス ペ ー ス

 ＣＯＭＥ
コ メ

 

三股町大字樺山３１５１番地１ 

内 容 
専門職や認知症の介護経験のあるサポーターが日ごろ

の出来事や悩みなどをお聞きします。 

申込方法 

予約制です。 

人数に制限がありますので、相談希望者は電話か窓口

で直接お申し込みください。 

 

 

 

 

 

★お申し込み・お問い合わせは、 

町地域包括支援センター（高齢者支援課内） 

☎：52-9063（直通）にお願いします。 

 

 

◆年金の日・ねんきんネットをご存知ですか？ 

 

日本年金機構では、厚生労働省と協力して１１月を「ねんきん月間」と位置づけ、

公的年金制度に対する理解を深めるための普及・啓発活動を行っています。 

また１１月３０日は、「１
い

１
い

３０
みらい

」の語呂合わせから「年金の日」となっています。「ね

んきんネット」などを活用し自分の年金記録や年金見込額を確認して、老後の生

活設計に思いを巡らしてみませんか。 

ねんきんネットとは、パソコンやスマートフォンから自分の年金情報を手軽に確

認できるサービスです。ねんきんネットに登録すれば、利用できます。 

 

■ねんきんネットへの登録方法 ＝ 

①マイナポータルからの登録（マイナンバーカードとメールアドレスが必要です） 

②ねんきんネットのユーザＩＤ取得（基礎年金番号とメールアドレスが必要です） 

（マイナンバーカードを持っていない人も、ユーザＩＤを取得すると「ねんきんネット」 

を利用できます） 
 

■ねんきんネットでできること ＝ 

○自分の年金記録の確認 

○将来の年金見込額の試算 

○「ねんきん定期便」や各種通知書の確認 

そのほか、公的年金などの源泉徴収票、社会保険料（国民年金保険料）控除証

明書などの再交付申請や持ち主不明記録の検索などさまざまな機能があります。 
 

また、マイナポータルとねんきんネットを連携するとさらに便利になります。 

○社会保険料（国民年金保険料）控除証明書や公的年金等の源泉徴収票など

の電子データの受け取り 

○扶養親族等申告書の電子申請 
 

詳しくは日本年金機構の公式サイトでご確認ください。 

 

★お問い合わせは、 ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル 

   ☎：0570－058－555（専用ナビダイヤル） 

☎：03－6700－1144（050 で始まる電話の場合） 

にお願いします。 
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◆１２月２日から現行の国民健康保険証は新規・再発行されな

くなります 

 

１２月２日以降、現行の国民健康保険証は新規・再発行されなくなります。 

現在お手元にある国民健康保険証（１２月１日以前に発行済みの健康保険証）

は、保険証右上に記載の有効期限まで使用できます（最長で令和７年（202５

年）７月３１日まで）。 

有効期限についての詳細は、右の「国民健康保険証の有効期限について」

もご覧ください。 

なお、有効期限内であっても、就職や引っ越しなどで加入する保険者が変わ

った場合、お手元の国民健康保険証は使えなくなりますので、ご注意ください。 

  

■１２月２日以降発行の証明について ＝ 

１２月２日以降、国民健康保険に新たに加入した場合や、保険証の有効期限

が切れる場合などには、以下の証明を発行します。 

 

対 象 者 種  類 

マイナ保険証を持っている人 資格情報のお知らせ 

マイナ保険証を持っていない人 資格確認書 

  

※１ 「マイナ保険証を持っている人」とは・・・ 

マイナンバーカードを持っており、健康保険証の利用登録（紐づけ）が  

済んでいる人 
 

※２ 「マイナ保険証を持っていない人」とは・・・ 

○マイナンバーカード自体を持っていない人 

○マイナンバーカードは持っているが、健康保険証の利用登録（紐づけ）

が済んでいない人 

 

 

 

 

 

 

■国民健康保険証の有効期限について ＝ 

基本的に国民健康保険証は８月１日から翌年７月３１日までの１年間有効です。 

なお、以下の人などは国民健康保険証の有効期限が異なります。 

 

①７０歳の誕生日を迎える人 ： 誕生月の月末まで 

   ※ただし、誕生日が１日の人は誕生月の前月末まで 
 

   例） １１月１１日が７０歳の誕生日 ⇒ １１月３０日まで有効 

       １１月 １日が７０歳の誕生日 ⇒ １０月３１日まで有効 
 

②７５歳の誕生日を迎える人 ： 誕生日の前日まで 
   

   例） １２月１５日が７５歳の誕生日 ⇒ １２月１４日まで有効 
 

誕生日より国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。 

特に加入の手続きをする必要はありません。 

 

■三股町国保の人以外の保険証について ＝ 

三股町の国民健康保険以外の人の保険証（お勤め先の健康保険、他市町村

の国保、職域の国保組合、生活保護）については、お手持ちの保険証に記載の

保険者にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

町民保健課 国保年金係（１階 ③番窓口） 

☎：５２－９６３１（直通）にお願いします。 
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◆【後期】１２月２日から現行の後期高齢者医療保険証は新規・

再発行されなくなります 

 

１２月２日以降、現行の後期高齢者医療保険証は新規・再発行されなくなり

ます。 

現在お手元にある後期高齢者医療保険証（１２月１日以前に発行済みの健

康保険証）は、令和７年（202５年）７月３１日まで使用できます。 

 

なお、有効期限内であっても、引っ越しなどで資格の内容（住所や負担割合

など）が変わった場合、お手元の後期高齢者医療保険証は使えなくなりますの

で、ご注意ください。 

  

■１２月２日以降発行の証明について ＝ 

１２月２日以降、７５歳になった人、転入した人など、新たに加入した場合や、

町内で引っ越して住所が変わった場合などには、「資格確認書」を発行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

町民保健課 国保年金係（１階 ③番窓口） 後期高齢者医療担当 

☎：５２－９６３２（直通）にお願いします。 

 

 

 

◆家内労働（内職）情報をお知らせします 
 

県の就職相談支援センター（家内労働相談窓口）では、 

家内労働の情報提供とあっせんを無料で行っています。 
 

◎家内労働をお探しの人へ 

ご希望の家内労働がありましたら、就職相談支援センターに気軽にお問い合

わせください。電話での相談も受け付けています。 
 

※仕事によっては細かい作業もあり、その他の求人条件が加わることがあります。  

  令和６年１０月２５日現在 

仕事の内容 委託地域 工  賃 

ソックスかがり、ニット帽かがり 
三股町、都城市、 

小林市内一部地域 

１ダース１２（２４枚） 

４００円～４５０円 

干支の置物の絵付けなど 

三股町、高原町、 

都城市内（要相談）、 

小林市内一部地域 

１個 １０円～５０円 

部品組み立て、 

部品外観検査（キズ汚れなど） 
三股町、都城市 １個 ０．３円～１．８円 

婦人服のホック付け、 

ボタン付け、しつけ縫い 
三股町、都城市 ３０円～ 

自動車用ハーネスのサブ作り 
Ａ：三股町、都城市とその近辺 

Ｂ：三股町、都城市 

Ａ・Ｂともに 

１本 ４円～２０円 

大島紬織り 三股町、都城市とその近辺 １反 ２万円～４万５千円 

◎事業所へ ・・・ 内職委託の際にも、ぜひ当センターをご利用ください！  
就職相談支援センター（家内労働相談窓口）では、無料の情報提供とあっせんを行っ

ています。 
 

  ★お問い合わせは、 

都城就職相談支援センター（都城・小林地区） 

所 在 地 

都城市北原町２４街区２１号 

宮崎県都城総合庁舎１階 

都城県税・総務事務所内 

ＴＥＬ／ファクス ２５－０３００ 

受 付 日 月曜～金曜（土曜、日曜、祝日は休み） 

受付時間 午前９時～正午、午後１時～５時 

にお願いします。詳しい情報は、 宮崎 内職  で  検索  してください。 
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◆高齢者安全運転支援事業（踏み間違い防止）を行っています 

 

■事業内容 ＝  

高齢運転者が安心して運転を続けられるよう、自己の所有する自動車（新車

および中古車の購入時の設置は除く）に、後付け安全運転支援装置を設置す

る人に費用の一部を補助するものです。 

※設置する前に、申請が必要です。 

 

■補助対象装置 ＝  

①急発進防止装置 

停止時または低速走行時でアクセルペダルを強く踏み込んだ場合に、急発

進を防止する装置。 

 

②ペダル踏み間違い時加速抑制装置 

停止時または低速走行時に前方および後方の壁や車両を検知している状態

でアクセルペダルを踏み込んだ場合に、急加速を防止する装置。 

 

③ＡＴワンペダル 

アクセルとブレーキを一体化させた、１つのペダルに足を置いたまま操作する

装置。足を右に傾けるとアクセル、踏めばブレーキとなり、アクセルをかけたま

までペダルを踏んだ場合でも、クラッチが外れてアクセルが効かなくなり急停

車できる装置。 

 

■補助対象者 ＝ 

①町内に住所がある自動車運転免許保有者で満６５歳以上の人 

②町税などを滞納していない人 

③同じ年度に、同一世帯で本補助金の交付を受けていない人 

④都城地区交通安全協会三股支部交通安全研修会に積極的に参加する人 

⑤町および都城地区交通安全協会三股支部共催の高齢運転研修会などに 

積極的に参加する人 

 

 

 

■補助対象経費および補助額 ＝ 
  

補助対象経費 補助金の額 

急発進防止装置の装着に要する経費 

取り付けに必要な費用の２分の１以内の額（た

だし、制限運転者は３分の２以内の額）とし、 

５万円を上限とする。 

ペダル踏み間違い時加速抑制機能装

置の装着に要する経費 

取り付けに必要な費用の２分の１以内の額（た

だし、制限運転者は３分の２以内の額）とし、 

７万円を上限とする。 

ＡＴワンペダルの装着に要する経費 

取り付けに必要な費用の２分の１以内の額（た

だし、制限運転者は３分の２以内の額）とし、 

１５万円を上限とする。 
 

※補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 

補助対象経費は、国の「サポカー補助金」を差し引いた自己負担額となります。 

 

■申請方法 ＝   

「三股町高齢者安全運転支援事業補助金交付申請書」に、次の書類を添付し 

て提出してください。 

①見積書の写し 

②申請者名義の自動車検査証の写し 

③滞納のない証明書 

④運転免許証の写し 

⑤その他町長が必要と認める書類 

 

◎制限運転をはじめましょう～みやこんじょ・みまたん安心安全運転～ 
 

制限運転とは、６５歳以上の高齢運転者が自身の体調や運動能力を把握し、自

動車を運転する時間帯や場所など自分自身で運転ルールを決め、守ることで交

通事故の危険性を減らし、少しでも長く安全運転を続けようという取り組みです。 

 

★お問い合わせは、 総務課 危機管理係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１０（直通）  にお願いします。 
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◆畜産農家の皆さんへ 

 

 

 

新型コロナウイルス感染終息に伴う海外からの往来が増え、口蹄疫、豚熱、高

病原性鳥インフルエンザといった家畜伝染病の発生の危険性が高まっています。

これら家畜伝染病のうち、豚熱、高病原性鳥インフルエンザは、昨シーズン国内

でも発生しており、発生農場の経営に多大な損失が発生しています。 

畜産農家におかれましては、伝染病への防疫意識を高め、より一層の防疫強

化をお願いします。  
 

「今一度、発生予防対策の徹底と 

畜産農家相互の注意喚起をお願いします」 
 

 

① 長靴の履き替え 

農場用と外出用の長靴を履き替えることで、長靴に付着したウイルス

の侵入を防ぎます。 
 

② 踏み込み消毒槽の設置と点検 

踏み込み消毒槽は必ず設置し、消毒薬が汚れたら取り替えましょう。 
 

③ 農場訪問者の記録と立ち入り規制 

農場内への部外者の立ち入りを禁止するほか、畜産関係者や飼料運

搬車など、農場に立ち入る人や車がいつ来たかを記録し、保存してお

きましょう。 
 

④ 早期発見・早期通報 

家畜に異常が見られたら、すぐに獣医師または都城家畜保健衛生所

（☎：６２－５１５１）に連絡しましょう。 
 

※畜産農家向けの消毒薬・農場訪問記録用紙は、町役場で配布しています。 

 

★お問い合わせは、 

農業振興課 畜産振興係（３階 ③番窓口） 

☎：５２－９０８８（直通） にお願いします。 

◆「行政相談」を実施します 

 

行政相談は、国の行政全般について皆さんの意見、要望や苦情を聴いて、公

正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行っています。 

また、その解決や実現を目指すとともに、皆さんの声を行政の制度・運営の改

善に生かしています。 

国の仕事、その手続きやサービスで困っていることはありませんか？ 

相談は無料、予約なしで気軽に利用できます。相談者の秘密は、固く守ります

ので、お気軽にご相談ください。 

 

期 日 １２月２日（月） １２月１６日（月） 

相談委員 屋敷
や し き

 和久
かずひさ

 西留
にしどめ

 文夫
ふ み お

 

時 間 午前１０時～正午 

場 所 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

※相談委員は、変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

総務課 行政係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通）にお願いします。 

 

 

農林畜産業関連 相 談 
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◆「人権相談」を実施します 

 

いじめ・虐待などの「人権相談」だけでなく、家庭内の問題（夫婦・親子・離婚・

扶養・相続）、近隣トラブルや金銭貸借、借地借家、登記などの悩み事相談にも応

じています。予約は不要ですので、お気軽にご相談ください。 

※相談は無料です。 

 

■特設人権相談 ＝ 
 

期   日 １２月３日（火） 

時   間 午前１０時～午後３時 

場   所 ＪＲ三股駅多目的ホール「Ｍ★うぃんぐ」 

相談委員 
桒
く わ

畑
はた

 実余子
み よ こ

  、  竹ノ内
た け の う ち

 鈴子
す ず こ

 

※相談員は、変更になる場合があります 

 

■常設人権相談 ＝  
 

日   時 平日の午前８時３０分～午後５時１５分 

場   所 
宮崎地方法務局 都城支局 

（都城合同庁舎５階相談室） 

相談委員 人権擁護委員・法務局職員 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

・特設人権相談 ＝ 総務課 行政係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通） 

・常設人権相談 ＝ 宮崎地方法務局都城支局 

☎：２２－０４９０ にお願いします。 

◆「消費生活無料法律相談」を実施します 

 

町福祉・消費生活相談センターと都城市消費生活センターでは、次の日程で弁

護士による「消費生活無料法律相談」を計画しています。町内に住む人が都城市

で相談を受けることもできます。お困りのことがありましたら、ぜひご利用ください。 

 

期 日 
【三股町】 １２月１２日（木） 

【都城市】 １２月２７日（金） 

時 間 
【三股町】 午後１時３０分～４時３０分 

【都城市】 午後１時～４時 

場 所 
【三股町】 町福祉・消費生活相談センター（元気の杜内） 

【都城市】 消費生活センター（都城市役所北別館２階） 

内 容 

消費生活上のもめ事や多重債務などの法律的な問題に 

ついて、弁護士が考え方や解決方法などを助言します。 

※個人の秘密は固く守られます。 

申込方法 

・相談内容を把握するため、必ず開催日の２日前までに 

事前相談、事前予約が必要です。 

・消費生活に関する法律相談です（個人間トラブル、相続、

事業者からの相談等は対象外）。 

・日程は変更になる場合があります。 

・相談の詳細は、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

★お申し込み・お問い合わせは、 

町福祉・消費生活相談センター  ☎：５２－０９９９  

都城市消費生活センター      ☎：２３－７１５４ にお願いします。 
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◆「無料法律相談」を実施します 

 

町社会福祉協議会では、毎月第３水曜日に「法律相談」を実施しています。 

 

期  日 １２月１８日（水） 

時  間 午後１時３０分～４時３０分 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

内  容 

土地・建物・登記・遺言・結婚・離婚・金銭面でのもめごと

など、法律上のさまざまな相談や悩みごとに対して、司法

書士が適切に回答しますので、お気軽にご相談ください。 

※秘密は固く守られます。 

申込方法 

相談は予約制です。 

人数に制限がありますので、相談希望者は電話か窓口で

直接お申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

★お申し込み・お問い合わせは、 

町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

 

 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

町社会福祉協議会では、生活上のあらゆる問題について、相談を受け付けて

います。 

また、電話での相談も行いますので、お気軽にご相談ください。 

 

 

■相 談 日 ＝ 

毎週月曜・水曜・金曜 

※祝日は除く 

 

■時 間 ＝ 

午前９時～午後５時 

 

■場 所 ＝ 

町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、  

町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

 

 


